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「海の中道海浜公園研修宿泊施設等管理運営事業」に係る 

事業契約締結について 

 

 九州地方整備局は、「海の中道海浜公園研修宿泊施設等管理運営事業」について、平成 29

年 5 月 31 日付けで事業契約を締結しましたので、「民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号）第 15 条第 3 項の規定に基づき公

表します。 

 

1. 公共施設等の名称及び立地 

 海の中道海浜公園研修宿泊施設等 

海の中道海浜公園内（福岡県福岡市東区大字西戸崎 18-25） 

 

2. 選定事業者の商号又は名称 

所在地 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 

商 号 株式会社海の中道リゾート 

代表取締役 野田 豊 

 

3. 公共施設等の整備等の内容 

 海の中道海浜公園の公園施設である海の中道海浜公園研修宿泊施設等（以下、「本施設」

という。）の長期的な管理運営を行い、管理運営の終了後は本施設のうち宿泊施設（ホテル）、

マリーナ及び駐車場 B を解体撤去し、都市公園を原状に回復する。 

 

4. 契約期間 

平成 29 年 5 月 31 日から平成 52 年 3 月 31 日まで 

 

5. 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

 本事項に関する事業契約の内容は、事業契約書における以下の条項のとおりである。 

（事業者の債務不履行時の措置） 

第 70 条 発注者は、以下の場合には、事業者に通知し、本契約を解除することができるも

のとする。 

一 事業者が、本契約、設置管理許可書、募集要項等及び業務計画書に規定される事

業者の義務に違反した場合、又は治癒が可能であり、発注者が相当の期間をもっ

てその是正を求めたにもかかわらず、当該義務違反が治癒されなかった場合 

二 事業者に法令等の不遵守があった場合、又は治癒が可能であり、発注者が相当の

期間をもってその是正を求めたにもかかわらず、当該義務違反が治癒されなかっ

た場合 

三 事業者の財務状況が著しく悪化し、本事業の継続が困難と認められる場合 

別添 
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四 事業者が、本施設全体又は一部の維持管理・運営業務を放棄したと認められる場

合 

五 事業者が第 21 条に定める計算書類等及び監査報告書又は第 22 条に定めるモニタ

リングで提出することとされる各種報告書に著しい虚偽の記載を行った場合 

六 第 21 条に定める財務状況についての改善勧告後、定められた期間内に事業者が改

善計画を提出若しくは改善計画に定められた改善策を実施しなかった場合（当該

提出された改善計画が著しく不合理であった場合も含む。） 

七 第 81 条及び第 88 条に定める表明保証事由の重大な事項につき虚偽であったこと

が判明した場合 

八 構成企業又は協力企業に基本協定書第 7 条第 4 項各号のいずれかの事由が生じた

場合 

九 前各号に掲げるもののほか、事業者が解散決議をし、又は事業者に破産手続、民

事再生手続若しくは会社更生手続等の倒産手続が申し立てられる等、事業者が本

事業を行うことが不適当又は本事業の存続が困難であると認められる場合 

2 前項に基づき発注者が本契約を解除した場合、事業者は 83,000,000 円を違約金とし

て支払うものとするほか、契約の解除に伴って発注者に生じた増加費用（当該違約金

の額を超過する額に限る。）を賠償する義務を負うものとする。この場合、事業者は、

契約解除からすみやかに、本施設に係る事業者の財産（解体撤去工事対象施設を含む

がこれに限られない。）を自らの責任及び費用負担で撤去し、第 68 条の規定に従い事

業終了後継続施設及び解体撤去工事用地を発注者に引き渡すものとする。この場合、

発注者は、事業者の財産にかかる補償を行うことを要しない。前項に基づき発注者が

本契約を解除した場合、設置管理許可書も終了するものとする。 

3 第 1 項各号のいずれかに該当する場合、発注者は、本契約を解除する代わりに、事業

者の株式全てを、発注者の指定する第三者に譲渡させることができ、事業者は事業者

の株主をしてかかる譲渡を履行させるものとする。譲渡に係る価格は、発注者側の公

認会計士、不動産鑑定士等の専門家（以下「評価専門家」という。）及び事業者側の評

価専門家並びに発注者と事業者が同意する評価専門家の協議により合意した算定方法

に基づいて算定する等公平な手続きにより決定するものとする。 

4 本条に基づく本契約の解除の効果は常に全体に及ぶものとし、本契約の一部だけを解

除することはできないものとする。 

 

（解除に必要な措置等） 

第 71 条 前条に基づき発注者が本契約を解除する前提として必要な手続を実施する場合、

発注者は、解除までの一定期間の暫定的な措置として、事業者に対し前条第 1 項各号

の解除事由を明示した通知をすることにより、本施設の維持管理・運営業務を事業者

の代わりに実施することができるものとし、事業者はかかる発注者による維持管理・

運営業務の実施に協力するものとする。なお、この場合、財産の所有関係は変更しな

いものとし、第 20 条の規定にかかわらず、発注者が維持管理・運営業務を実施する解
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除の対象となる本施設の利用料金は発注者の収入とすることができるものとする。 

2 前項の場合、発注者は、解除の対象となる本施設の維持管理・運営業務を自ら又は第

三者に委託して実施するものとし、発注者又は委託を受けた第三者は、事業者が単独

で所有する財産を含め解除の対象となる本施設の財産全体を無償で使用できるものと

する。 

3 前項の維持管理・運営業務の実施に要する費用は、発注者が負担するものとする。 

 

（発注者の債務不履行時の措置） 

第 72 条 発注者が本契約、基本協定書、設置管理許可書、募集要項等に規定される発注者

の義務に違反し、かかる義務違反により本事業の存続が困難であると認められる場合

には、事業者は発注者に通知し、本契約を解除することができるものとする。 

2 事業者は、前項の規定に基づき本契約を解除した場合において、損害があるときは、

その損害の賠償を発注者に請求することができる。この場合、事業者は、契約解除か

らすみやかに、本施設に係る事業者の財産（解体撤去工事対象施設を含むがこれに限

られない。）を自らの責任で撤去し、第 68 条の規定に従い事業終了後継続施設及び解

体撤去工事用地を発注者に引き渡すものとする。この場合の撤去費用及び事業者の財

産にかかる補償等については事業者と発注者で協議の上決定するものとする。前項に

基づき事業者が本契約を解除した場合、設置管理許可書も終了するものとする。 

3 本条に基づく本契約の解除の効果は常に全体に及ぶものとし、本契約の一部だけを解

除することはできないものとする。 

 

（発注者の任意による解除） 

第 73 条 本事業を継続する必要がなくなったと客観的に認められる場合、又はその他発注

者が必要と認める場合には、発注者は 6 ヶ月以上前に事業者に通知することにより、

本契約を解除することができるものとする。 

2 事業者は、前項の規定に基づき本契約を解除した場合において、損害があるときは、

その損害の賠償を発注者に請求することができる。この場合、事業者は、契約解除か

らすみやかに、本施設に係る事業者の財産（解体撤去工事対象施設を含むがこれに限

られない。）を自らの責任で撤去し、第 68 条の規定に従い事業終了後継続施設及び解

体撤去工事用地を発注者に引き渡すものとする。この場合の撤去費用及び事業者の財

産にかかる補償等については事業者と発注者で協議の上決定するものとする。前項に

基づき発注者が本契約を解除した場合、設置管理許可書も終了するものとする。 

 3 本条に基づく本契約の解除の効果は常に全体に及ぶものとし、本契約の一部だけを

解除することはできないものとする。 

 

（合意解除） 

第 74 条 発注者及び事業者は、合意により本契約を解除することができるものとする。 

2 前項に基づき発注者及び事業者が本契約を解除した場合、相手方に対する補償等必要
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な事項については、発注者及び事業者が協議の上決定するものとする。前項に基づき

発注者及び事業者が本契約を解除した場合、設置管理許可書も終了するものとする。

3 本条に基づく本契約の解除の効果は常に全体に及ぶものとし、本契約の一部だけを解

除することはできないものとする。 

 

（法令等の変更） 

第 77 条 法令等若しくは税制度の変更、追加により生じる本事業の費用の増加又は収入の

減少は、事業者が負担するものとする。 

2 本契約締結日以降、法令変更により本事業の遂行が困難となった場合、事業者は、そ

の内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに発注者に対し通知しなければならない。

3 前項の通知があった場合、発注者及び事業者は、当該通知の内容について確認し、法

令変更であると認められたときは、対応方針について協議するものとする。 

4 前項の措置を講じてもなお、本契約締結後に発生した法令変更により、本事業の継続

が不能となったときは、発注者及び事業者は、協議の上、本契約を解除することがで

きる。 

5 前項に基づき発注者が本契約を解除した場合、発注者は契約の解除に伴って生じた事

業者の損失を賠償する義務等一切の補償義務を負わないものとする。この場合、事業

者は、本施設に係る事業者の財産（解体撤去工事対象施設を含むがこれに限られない。）

を自らの責任で撤去し、第 68 条の規定に従い事業終了後継続施設及び解体撤去工事用

地を発注者に引き渡すものとする。この場合の撤去費用及び事業者の財産にかかる補

償等については事業者と発注者で協議の上決定するものとする。 

6 前項のほか、発注者及び事業者は、別段の定めがある場合を除き、前項の解除により

生じた増加費用及び損害を相互に請求できないものとする。 

 

（不可抗力による措置） 

第 78 条 不可抗力により事業者に増加費用及び損害が生じるときは、事業者が当該増加費

用及び損害を負担するものとする。 

2 本契約締結日以降、不可抗力により本事業の遂行が困難となった場合、事業者は、そ

の内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに発注者に対し通知しなければならない。

3 前項の通知があった場合、発注者及び事業者は、当該通知の内容について確認し、不

可抗力であると発注者が認めたときは、対応方針について協議するものとする。 

4 前項の措置を講じてもなお、本契約締結後に発生した不可抗力により、本事業の継続

が不能となったときは、発注者及び事業者は、協議の上、本契約を解除することがで

きるものとし、その際の処理については前条第 5 項及び第 6 項の規定を適用する。 
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6. 契約終了時の措置に関する事項 

 本事項に関する事業契約の内容は、事業契約書における以下の条項のとおりである。 

（維持管理・運営期間及び事業期間終了時の措置等） 

第 68 条 維持管理・運営期間及び事業期間終了時における本施設に係る事業者の財産（事

業者が事業期間中に取得したものであって維持管理・運営期間及び事業期間終了後の

本施設の管理運営の継続に必要な設備及び備品を含む。以下、同じ。）については、

事業者が自己の責任及び負担でこれを撤去するものとする。 

2 事業者は、解体撤去工事対象施設（改修工事の対象が解体撤去工事施設に含まれる

場合の当該対象を含む。）を除く本施設（以下「事業終了後継続施設」という。）を

発注者に対して引き渡すにあたっては、維持管理・運営期間終了時の 6 ヶ月前までに、

要求水準書の規定に従い当該施設の状態について必要な情報提供を行い、発注者によ

る承諾を得なければならない。発注者は、引き渡し時の当該施設の状態が満足できる

ものでない場合、事業者又は構成企業若しくは協力企業に対して、修繕の実施を請求

し、又は修繕の実施に代え損害賠償を請求することができるものとする。 

3 事業終了後継続施設について、引き渡し後 1 年以内に大規模修繕を必要とすること

が判明した場合には、発注者は、6 ヶ月以内に、事業者又は構成企業若しくは協力企

業に対して、大規模修繕の実施を請求し、又は大規模修繕の実施に代え損害賠償を請

求することができるものとする。 

4 事業者は、構成企業全員をして、自ら前項の大規模修繕を行い又は必要となる負担

を補償する旨の保証書を別途維持管理・運営期間の終了時までに、発注者に提出させ

るものとする。 

5 事業者は、事業終了後継続施設に係る引き渡しとともに、本事業に係る業務を発注者

又は発注者が指定する第三者に適切に引き継ぐものとする。 

 

（保全義務） 

第 75 条 事業者は、第 70 条第 1 項、第 72 条第 1 項、第 73 条第 1 項、第 74 条第 1 項、

第 77 条第 4 項及び第 78 条第 4 項に基づき本契約が解除された場合には、新たな事業

者が運営を開始するまでの間、構成企業及び協力企業をして本施設が良好な状態を維

持できるよう必要な維持保全を行うための協力をするものとする（撤去対象となる部

分を除く。）。事業者は構成企業及び協力企業をして、これらの対応を行うことを誓約

する旨の保証書を契約締結後速やかに発注者に提出させるものとする。 

 

（本契約の終了事由） 

第 76 条 本契約は以下の場合に終了するものとする。 

一 事業期間が終了した場合 

二 本契約に基づき本契約が解除された場合 

 


